
小売業（飲食店を除く）を営むための施設を含む建物を建てる場合 

 ※同敷地内で既に物販店舗がある場合、別棟であっても店舗面積は合計します。 

 

物販店舗面積の合計 

４００㎡以上 

 

（階段、エスカレーター、

エレベーター、事務所、

倉庫、トイレ、休憩室、

食堂等は除く） 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＮＯ 

京都市中規模小売店舗設置指導要綱

に係る届出 

大規模小売店舗立地法に 

係る届出 

 

以下の書類１部を提出 

 

①建築確認申請書第１～６面の写し 

②各階平面図 

（店舗部分をマーカー、面積記載） 

③位置図（該当建築物をマーカー） 

④立面図 

 

内容確認後、確認申請事前調査報告書に 

協議済印を押印 

地域企業振興室での手続終了 

物販店舗面積の合計 

１，０００㎡超 

地域企業振興室との 

協議は必要なし 

ここからは、大規模店舗担当と手続について相談が必要になります。 

延べ床面積 

４００㎡以上 


